
北上市告示甲第66号 

 

 北上市私立幼稚園給食費給付事業実施要綱（令和元年北上市告示甲第18号）の一部を次のように改正し、令和５年度分の給付

金から適用する。 

  

 令和５年９月29日 

                   北上市長 八重樫 浩 文       

 

改正前 改正後 

（給付金の額） 

第５ 給付金の額は、子ども１人当たり月額4 , 5 0 0円を限度と

する。 
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（補助金の額） 

第５ 給付金の額は、子ども１人当たり月額4 , 7 0 0円を限度と

する。 
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備考 改正部分は、下線の部分である。 

 


